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は じ め に 

 

 近年、地方社会においては、高度経済成長期以降の過疎化とモータリゼーショ

ン（自家用自動車の普及・拡大）の進展により、公共交通利用者の減少に歯止

めがかからなくなっています。 

これに伴い、従来のような民間交通事業者による公共交通の展開・維持が困

難な状況が広がっています。一方で、現在の公共交通利用者の中心は高齢者で

あり、高齢化が拡大する地方社会においては、公共交通の必要性が今後一層高

まることも予想されます。 

 

 このような状況の中、本市の民間路線バスは全て赤字路線であり、事業者の

経営努力と市の欠損補助によって運行が維持されているものの、市の財政負担

は増加傾向にあります。 

 また、公共交通間の連携が不十分なため、市全体の公共交通体系が利用者の

ニーズに十分に対応していないとともに、依然として交通空白地域が存在する

という問題も抱えています。 

 この状況が続くと、公共交通利用者が安心して生活できない地域となるだけ

でなく、財政負担の増加と地域の活力の低下から地域そのものの持続可能性の

低下が懸念されます。 

 

 そのため、本市では、平成 23 年 5 月 27 日に行政・交通事業者・住民代表・

識見者など 30 名で構成する「浜田市地域公共交通活性化協議会」を発足し、

将来にわたって安心して利用できる「利便性が高く」「持続可能な」地域公共交

通の実現に向けた将来計画の策定に向け、検討・協議を進めてきました。 

 

 その結果、このたび「浜田市地域公共交通基本計画」（以下「基本計画」とい

う。）を策定いたしました。 

この基本計画は、本市の将来の公共交通のあり方について、基本となる指針

や目標を定めるものとし、その実現に向けて市民・交通事業者・行政が、『協働』

によって今後の施策展開を図ろうとするものです。 

また、施策展開にあたっては、基本計画に沿った「実施計画」を定め、具体

的な取り組みを進めてまいります。 
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序章 計画の概要 

序-1 背景とねらい 

 本市では、『青い海・緑の大地 人が輝き文化のかおるまち』を目指す将来像とする

「浜田市総合振興計画」に基づき、計画的な行政運営を行っています。平成 23 年 3

月には、「浜田市総合振興計画 後期基本計画」（平成 23 年度～平成 27 年度）を策定

し、「協働のまちづくりの推進」、「主要施策等の明確化」、「目標値設定と進捗管理体制

の確立」という３つの考え方を基本に、より実行性のある施策や事業等を展開していま

す。 

 

公共交通は、まちづくりを推進していく上で、非常に重要な社会基盤です。 

しかしながら、多くの市民は移動手段として自家用車に強く依存しており、高齢者や

高校生以下の子供等を除くと一人一台を保有している状況にあります。 

この結果、公共交通利用者は減少の一途をたどり、サービス低下（減便・路線廃止）

がさらなる利用者の減少の要因になるなど悪循環となっています。今後、人口減少が予

想される中、この状況はさらに進むものと予想されます。 

 一方で、自動車を利用できない高齢者や高校生などの生活を支えるためには、公共交

通の確保が重要な課題であり、移動手段の確保施策は、将来にわたって安心・安全な生

活を続けていくために必要不可欠な施策となります。 

 

 これらの状況を勘案し、これからの公共交通は、市民・交通事業者・行政が『協働』

して創り、守り、育てることが必要との共通認識に立ち、「浜田市地域公共交通活性化

協議会」を発足し、本市のまちづくりと公共交通政策を計画的・戦略的に実現していく

ため、『浜田市地域公共交通基本計画』を策定したものです。 

 

序-2 計画の名称 

 未来の市民生活を支える公共交通の構築を目指し、地域のニーズに即した交通網を構

築する意味を込めて、『浜田市地域公共交通基本計画』とするものです。 

 

序-3 計画の期間 

 浜田市総合振興計画との整合性を図り、平成２４年度から平成２７年度までの４年間

を計画期間とします。 
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序-4 計画の位置付け 

 浜田市地域公共交通基本計画は、浜田市総合振興計画を上位計画とし、まちづくり・

福祉・医療・環境・産業振興・教育などの各種政策と連携して、市民の移動環境の観点

からの実現方策を取りまとめたものです。 

 本計画は、本市の公共交通政策の望ましいあり方を取りまとめるとともに、今後の骨

格となる路線バスや各自治区内の地域内交通の運行計画策定にあたって、基本となる考

え方などの指針として位置付けられるものです。 

 

 

浜田市総合振興計画

まちづくりの大綱

Ⅰ　健康でいきいきと暮らせるまち

Ⅱ　豊かな心を育む教育と文化を身近に感じるまち

Ⅲ　自然環境を活かした潤いのあるまち

Ⅳ　地域資源を活かした産業を創造するまち

Ⅴ　快適で安心して暮らせる、にぎわいのあるまち

Ⅵ　市民とともに創り育てるまち

ま ち づ く り 政 策

福 祉・医 療 政 策

都 市 計 画・道 路 政 策

環 境 政 策

産 業 振 興 政 策

教 育 政 策

浜田市地域公共交通計画実施計画

浜田市地域公共交通基本計画
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序-5 計画のスケジュール 

本計画は、平成２４年度から４年間の地域公共交通の取り組みを推進するための指針

や目標を定めたものです。 

そのため、本計画策定後、平成２４年度中に地域住民の皆様との意見交換会や地域交

通の検討会などを重ね、住民ニーズに合った具体的な事業計画を定めた「浜田市地域公

共交通計画実施計画」を策定します。 

 そして、平成２４年度から平成２７年度にかけて各種事業を実施し、平成２８年度以

降は、新しい浜田市総合振興計画の策定に合わせて、継続した取り組みを推進します。 

 

 

 

 



第１章 現状と課題 

 
4 

第１章 現状と課題 

 

1-1 公共交通を取り巻く現状 

（１）市民の利用交通手段 

市民の利用交通手段に関して、昭和半ばにおいては鉄道や路線バスといった公共交通

の利用者数が多く、そのサービス水準も高い状況にありました。しかしながら、モータ

リゼーションの進展に伴うクルマ社会の到来によって、近年では公共交通の利用者は激

減し、移動手段の中心は自家用車（マイカー）に変化しています。 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1）鉄道年間利用者数：市内 8 駅乗車人員の合計。 

注 2）民間路線バス年間利用者数：石見交通輸送人員数を運行圏域人口に占める本市の割合で按分した推計値。 

注 3）マイカー保有台数：自家用乗用車、軽自動車のみとし、営業用、貨物、特殊、二輪車両を除いた台数。 

注 4）マイカー年間利用回数：保有台数の 8 割が年間 250～330 日、1 日 2 回利用するとした試算値。 

モータリゼーションの進展→過度な車利用の増大 
人口減少・過疎化→総需要の減少、目的地の変
化 

少子化→学校統廃合による交通手段確保 

鉄道・バス利用者の減少→減便・路線廃止 
代替交通ニーズ→市主管交通の拡大、移動手段
の多様化 

高齢化社会への対応→生活交通確保 

タクシー 

《
五
十
年
前(

昭
和
三
十
五
年)

》 

現 
 

在 

民間路線バス 

年間利用者数 

324万人 

 

バイク・自転車・徒歩 

 

マイカー 
保有台数 2,900台 

年間利用回数 100～150万回 

マイカー 
保有台数 37,500台（H20） 

年間利用回数 

1,500～2,000万回 

鉄 道 
年間利用者数 
59万人(H21) 

 

民間路線バス 
年間利用者数 
63万人(H22) 

 

バイク・自転車・徒歩 

 

タクシー 

市主管交通の内訳 
・スクールバス：11 万人 

・市生活路線バス： 4万人 
・乗合タクシー：1 万人 
・福祉移送サービス 

・福祉タクシー券・バス券交付 

市主管交通 
年間利用者数 
16万人（H22） 

その他 

その他の内訳：福祉有償運送、介護タクシー、自治会等輸送活動、民間施設無償輸送

等 

鉄  道 
年間利用者数 

331万人 

 

タクシー 
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将来の状況は･･･ 

 人口減少が続く中、全体的な需要が減少するため公共交通を取り巻く状況は、さらに

厳しくなることが予想されます。一方で、高齢化の進行が進むことによる免許返納など

マイカーを利用できない市民の増加、学校統廃合による遠距離通学の必要性など、公共

交通の役割は、より重要なものとなります。 

 今後は、交通事業者だけの努力では、地域公共交通の維持は困難であり、地域や行政

が主体となる総合的な交通政策の下で、市民の生活を支える移動手段を提供する必要が

あります。 

 そのため、市主管交通と地域主体の移動サービスが増加することが予想され、あわせ

て公共交通を維持するために過度なマイカー利用を減少させる社会環境を構築する必

要があります。 

 

 

公共交通に関連する法律 

 公共交通に関連する法律として「道路運送法」が整備されています。道

路運送法は、昭和 30年代などでは、過当競争を防ぐ需給調整など、運行事

業者を管理する法律として定められてきました。平成 14年には、黒字路線

や赤字不採算路線などへの参入や撤退が自由化され、多くの赤字不採算路

線から路線バスが撤退するきっかけになりました。 

平成 18年には、自治体、NPO等による地域の移動手段を確保することを

進めるために、自家用自動車の乗合制度が法的に位置付けられました。（従

来は、特例としての取扱） 

また、法の目的に「サービスの円滑かつ確実な提供」が追加され、道路

運送法は事業者管理の法律から交通政策の法律に変わりました。 

 平成 19 年度には、「地域公共交通活性化・再生法」が施行されました。

この法律によって、自治体が中心となった法定協議会で「地域公共交通連

携計画」作成の動きが活発化し、全国各地で様々な取り組みが実施されま

した。 

 また、現在地域の移動手段確保のための基礎となる「交通基本法」の制

定に向けた動きが進んでおり、これからの公共交通に関連した法的環境が

大きく変わりつつあります。 






































































